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3　ビジョンの推進体制

胆沢ダム水源地域ビジョンの概要1

胆沢ダム及び水源地域の現況2

胆沢ダム水源地域ビジョンの基本理念及び基本方針1

胆沢ダム水源地域ビジョンの取組テーマと具体的な取組2

ビジョンの推進体制3

3.1　ビジョンの推進体制

　胆沢ダム水源地域ビジョンの基本理念及び基本方針に沿いながら、具体的なプロジェクトを着実に

推進していく必要があります。プロジェクトを着実に推進していくためには、流域の住民の方々や活

動団体等の個々の活動に加え、様々な関係者が一体となり、連携・協力することが必要不可欠です。

（１）胆沢ダム水源地域活性化協議会（仮称）

　本ビジョンの推進にあたっては、関係者が役割を分担し、協力・連携してビジョンを推進していく

ための連携組織として、「胆沢ダム水源地域活性化協議会」（仮称）を構築することとします。

　「胆沢ダム水源地域活性化協議会（仮称）」は、プロジェクトの実施主体である活動団体、関連団体、

自治体等により構成し、ビジョンに基づく各種の取組の連絡や調整の役割を担います。各プロジェク

トからの報告、ビジョンの進捗状況の確認のほか、各種の取組の協力体制に関する調整、さらには「人・

もの・財源」といった各種活動に対する支援についても調整を行います。

　各種の取組が連携・協力し、円滑に運営されるよう「事務局」を設置します。事務局は当面、国土

交通省東北地方整備局胆沢ダム工事事務所が担います。また、さらなる発展のためには、事務局を広

域的な行政機関、もしくは広域的で連携のマネージメントのノウハウを有するNPO法人などが担い

うると考えられます。

　このような協議会によって、様々な関係者と連携ができ、発展的な取組が可能となります。また、

行政も参画した協議会として活動するため、様々な申請の認可や助成、支援が受けやすくなります。

そして、事務局機能を有することで、外部への情報発信が容易になると考えられます。

図3-1　胆沢ダム水源地域ビジョン推進体制の概要図
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（２）実施主体（活動団体、関連団体、自治体）

　各プロジェクトの実施主体として、作業部会で各プロジェクトを検討した活動団体、関連団体、自

治体の実質的な担当者が中心となり、プロジェクトの企画・準備・実施・取りまとめを行います。また、

胆沢ダム水源地域活性化協議会（仮称）において、様々な関係者と交流・対話を行いながら、関連団

体や行政等の支援を得ます。

（３）協力・支援主体（利水者、関連団体、関連行政、企業、教育機関、ダム管理者）

　各プロジェクトの支援主体として、作業部会で各プロジェクトを検討した利水者、関連団体、関連

行政、教育機関、ダム管理者の担当者が中心となり、各プロジェクトへ人材・資機材・資金提供など

の支援を行います。

　また、企業については、活動プロジェクトに対して参加の可能性のある企業を想定します。

（４）事務局

　同組織内の調整や施策の推進に当たってのサポートを図り、「胆沢ダム水源地域活性化協議会」（仮

称）を運営し、各プロジェクトが円滑に推進する役割を担います。各プロジェクトからの報告、ビジョ

ンの進捗状況の確認のほか、各種の取組の協力体制に関する調整、「人・もの・財源」といった取組に

対する支援についても調整を行うものとします。

　また、関連行政機関等への申請手続きや適宜関連団体や教育機関等へプロジェクトの活動内容を情

報発信し、活動支援や情報提供を呼びかけます。

【事務局の主な内容】

　・胆沢ダム水源地域活性化協議会（仮称）等の企画・運営

　・プロジェクトに関する事務手続きや各種相談窓口

　・プロジェクトに対する支援の調整（人・もの・財源など）

　・関連行政機関等への申請手続き

　・プロジェクトの活動内容の情報発信

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
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3.2　ビジョンの推進関係者

　水源地域ビジョンの各施策の事業・活動、及び運営、維持管理に関わる事業関係者とその関わり方

を以下に示します。

表－3.1　ビジョンの推進関係者

施策の事業・活動関係者 事業・活動への関わり方

【民　間】

活動団体
・住民組織（地権者）
・活動団体（市民団体）
・広域的な活動団体

主にプロジェクトの取組を
主体的に進め、水源地域の
利活用と環境保全を促進す
る活動を行います。

関連団体
・関連団体
（奥州市観光物産協会、奥州商工会議所、水沢地方森林組合、
胆江河川漁業協同組合、いわてふるさと農業協同組合　等）

一般住民
・地元住民
・下流や受益地の住民

企業 ・活動プロジェクトへ関心のある企業
プロジェクトの取組に対す
る人材派遣・活動資金の提
供などを行います。

【行　政】

利水者

・胆沢平野土地改良区
・奥州金ケ崎行政事務組合
・電源開発（株）東和電力所
・岩手県（企業局）

主に施設の整備や維持管理
のほか、各プロジェクトの
協力主体として、各プロジェ
クトの支援を行います。

自治体
・奥州市
・金ケ崎町
・北上川流域内の自治体

　県 ・岩手県（県南広域振興局）

　国
・国土交通省（ダム管理者）
・農林水産省　　　など

【教育機関】

教育機関
・小学校（胆沢愛宕小学校　など）
・中学校（若柳中学校　など）
・高校　（水沢農業高等学校　など）

総合的な学習や、体験学習
などを通じ、各プロジェク
トの支援を行います。
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3.3　施策・取組の推進計画及び役割分担

　前章で検討したプロジェクトの役割分担を次頁に示します。

　プロジェクトの実施にあたっては、胆沢ダム水源地域活性化協議会（仮称）を中心に、プロジェク

トを推進していきます。
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表－ 3.2　プロジェクトの役割分担 関係者　●：主体　○：参加／支援

方　　針 プロジェクト 具体的な取組 種　別
民　間 行　政

教育機関
活動団体 関連団体 一般住民 企業 利水者 自治体 県 国

1. 胆 沢 扇 状 地
の豊かな水と森
林などの資源を
守り育み、活か
す

胆沢・みんなの水源の森
プロジェクト

・胆沢ダム完成後の水源地における植樹活動の推進 継続・発展 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇

・人工林の間伐の推進と生物多様性に配慮した森林整備 継続・発展 〇 〇 ● 〇

・里山の間伐の推進 継続・発展 ● ● 〇 〇

・胆沢ダムから最下流域（海）の流域住民を含めた上下流交流 継続・発展 ● 〇 〇 〇 〇

・地域住民と連携した桜街道の保全と創出 新規 ● 〇 〇 ● ● 〇

胆沢ダム・水の保全
プロジェクト

・水源地域内、流域内のゴミの清掃活動の推進 継続・発展 ● 〇 〇 〇 〇 〇

・家庭からの生活排水による胆沢川の水質汚濁の改善 継続・発展 ● ● 〇 〇 〇

・清掃活動等による、水質改善に向けた流域住民の意識の喚起 新規 ● 〇 〇 〇 ● ● 〇

胆沢ダム・生物保全
プロジェクト

・貴重な生物種の生息・生育環境の保全・整備 継続・発展 ● ● 〇 〇 〇 〇

・ミズバショウ群生地の保全・管理 新規 ● 〇 〇 〇 〇

・胆沢ダム及び胆沢川での外来種の駆除 新規 ● 〇 〇 ● ●

・胆沢川の生物生息・生育環境の保全を目的とした胆沢川の流況の改善 新規 ●

2. 胆 沢 ダ ム が
育む水風土資源
を活かした環境
学習・観光レク
レーション振興
を図る

“胆沢まるごとダムパーク”
活用プロジェクト

・ダム湖散策路を活用した森林浴プログラムの整備 新規 〇 ● ●

・ダム湖面を活用したカヌー・ゴムボート体験の推進 新規 ● ● 〇 〇 〇

・ビューポイントを伝えるフォトコンテストの開催 新規 〇 ● 〇 〇 〇 〇

・ビューポイントマップの作成・配布 新規 〇 ● ● 〇 〇

・ダム湖面利用のルールづくり 新規 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇

・石淵ダムのメモリアル、胆沢ダムの機能・役割を伝える場の整備 新規 ● ●

・扇頂部から見渡せる展望台の整備 新規 ● ●

胆沢川釣りプロジェクト

・胆沢川の釣り利用による体験観光の推進 新規／継続・発展 ● 〇 〇

・胆沢川の自然や文化を活かした体験学習の推進 継続・発展 ● ● 〇 〇 〇

・胆沢川を利用する際の安全管理の推進 新規 ● ● 〇

胆沢川カヌープロジェクト

・カヌーやゴムボート等を活用した体験観光の推進 継続・発展 ● ● 〇

・胆沢川の自然や文化を活かした体験学習の推進 継続・発展 ● ● 〇 〇 〇

・胆沢川を利用する際の安全管理の推進 新規 ● ● 〇

・カヌー活動を通じた北上川流域との上下流交流 新規 ● 〇 〇 〇

3. 胆 沢 扇 状 地
の自然・歴史・
文化資源を活か
した産業振興を
図る

水風土観光プロジェクト

・水風土資源を活かした着地型観光の推進 継続・発展 〇 ● ● 〇 〇 〇

・豊かな自然の活用と農業・収穫体験等のグリーンツーリズムの構築 継続・発展 ● ● 〇 〇

・ブナの森、わらびや山菜採りなど、既存資源を活用した観光の推進 新規 ● ● 〇 〇 〇 〇

水風土特産品プロジェクト

・水風土特産品の発掘・ブランド化 新規 ● 〇

・豊かな自然の活用と農業・収穫体験等のグリーンツーリズムの構築 継続・発展 〇 ● 〇 〇

・食育による水源地域の担い手の育成（継続・発展） 継続・発展 ● 〇

4. 水 で つ な が
る地域と上下流
の交流を活発化
する

上下流交流活性化
プロジェクト

・胆沢ダム完成後の水源地における植樹活動の推進 継続・発展 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇

・胆沢川の釣り利用による体験観光の推進 新規／継続・発展 ● 〇 〇

・カヌー活動を通じた北上川流域との上下流交流 新規 ● 〇 〇 〇 〇

・胆沢川の自然や文化を活かした体験学習の推進 継続・発展 ● ● 〇 〇 〇

・豊かな自然の活用と農業・収穫体験等のグリーンツーリズムの構築 継続・発展 〇 ● 〇 〇

・胆沢ダムから最下流域（海）の流域住民を含めた上下流交流 継続・発展 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇

・清掃活動等による、水質改善に向けた流域住民の意識の喚起 新規 ● 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇
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3.4　ビジョンの推進スケジュール

　胆沢ダム水源地域ビジョン策定後の推進スケジュールを以下に示します。

　策定後、早期に着手、実施が可能なプロジェクトの試行を図りながら、実施体制、実施に際する課

題などを検討していきます。

　そして、関係者間が役割を分担し、協力・連携してビジョンを推進していくための連携組織として、「胆

沢ダム水源地域活性化協議会」（仮称）を設立させ、プロジェクトの充実、新たなプロジェクトの展開

を図ります。

　さらに、胆沢ダム完成後とともに、プロジェクトの展開を図りながら、胆沢ダム水源地域の活性化

を目指します。

図3-2　胆沢ダム水源地域ビジョンの推進スケジュール
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プロジェクトの継続・発展

早期に着手、実施が可能
なプロジェクトの試行

・プロジェクトの充実
・新たなプロジェクトの展開

プロジェクトの本格展開

Step 3
胆沢ダム完成後（H26～）

Step 2
胆沢ダム完成（H25）

Step 1
水源地域ビジョン策定（H24）

既住の取組・活動
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◆水源地域活性化協議会（仮称）◆水源地域ビジョン策定委員会
◆水源地域ビジョン作業部会


